
 
 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 食品衛生対策実施要領 
 
１ 目的 

この実施要領は、「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 食品衛生対策要項」に基づき、いちご一会

とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県委員会」という。）及び会場地市町村実行委員会（以下

「会場地委員会」という。）が、相互に連絡調整を図り、栃木県及び会場地市町村（以下「市町村」と

いう。）とともに実施する食品衛生対策に関して必要な事項を定め、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大

会（以下「両大会」という。）における食品の安全性を確保することを目的とする。 

 

２ 実施内容 

（１）対象となる食品提供施設 

ア 営業宿泊施設の調理施設 

旅館業法第３条による許可を受けて旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業を行う施設（以下「営

業宿泊施設」という。）であって、両大会の選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者

（以下「両大会参加者」という。）を宿泊させ、当該宿泊者が喫食する食事を調理する施設 

イ 弁当・仕出し料理調製施設 

両大会参加者が開・閉会式会場及び競技・練習会場等で喫食する弁当・仕出し料理を調製する

施設 

  ウ 既設の食品営業施設 

両大会会場内に既に設置され、食品の調理、加工若しくは製造又は販売を行う施設 

エ 臨時の食品営業施設 

両大会会場内に臨時的に設置され、食品の調理、加工若しくは製造又は販売を行う施設 

オ 無料食品提供施設 

両大会会場内に臨時的に設置され、無償で飲食物を提供する施設 

カ 弁当引換所 

両大会会場内に設置される弁当の引換所 

（２）食品提供施設の把握 

  栃木県保健福祉部生活衛生課（以下「県生活衛生課」という。）及び保健所（宇都宮市保健所を含

む。以下同じ。）は、県委員会及び会場地委員会から次表のとおり管轄の保健所に提出される報告書

等により、対象の食品提供施設を把握する。 
  また、県外の施設については、県生活衛生課を通じ、関係自治体へ食品衛生指導の実施及び報告

を依頼する。 

  なお、会場地委員会は、保健所に提出した報告書等の写しを県委員会に提出し、県委員会は県委

員会分と会場地委員会分を合わせて、県生活衛生課へ回送する。 
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 対象施設 提出書類 提出方法 

ア 営業宿泊施設の調理施設 

営業宿泊施設利用予定報告書 

(※宿舎衛生対策実施要領に定め

る様式第１号) 

県委員会が管轄の保健所に提出 

(冬)令和３（2021）年２月末日まで 

(本・障)令和３（2021）年９月末日まで 

※提出後に追加・変更した場合には、速やかに追

加・変更内容を提出する。 

イ 弁当・仕出し料理調製施設 

弁当調製施設名簿 

（※弁当調達要項に定める様式

第１号） 

県委員会及び会場地委員会が管轄の保健所に提出 

(冬)令和３（2021）年５月末日まで 

(本・障)令和３（2021）年９月末日まで 

※提出後に追加・変更した場合には、速やかに追

加・変更内容を提出する。 

ウ 既設の食品営業施設 
会

場

内

に

設

置 

 保健所は食品衛生営業許可台帳により把握 

エ 臨時の食品営業施設 
臨時食品営業施設設置計画書 

（様式第１号） 
県委員会及び会場地委員会が管轄の保健所に提出 

(冬)開催の概ね３か月前まで 

(本・障)開催の概ね３か月前まで 

※提出後に追加・変更した場合には、速やかに追

加・変更内容を提出する。 

オ 無料食品提供施設 
無料食品提供施設設置計画書 

（様式第２号） 

カ 弁当引換所  
弁当引換所設置計画書 

（様式第３号） 

            （冬）…国体冬季大会、（本・障）…国体本大会及び全国障害者スポーツ大会 

（３）監視指導 

県生活衛生課及び保健所は、県委員会及び会場地委員会と連携し、公益社団法人栃木県食品衛生

協会各支部の協力を得て、次表を目標に対象施設の監視指導を実施する。 

対象施設 

目標立入回数 

指導事項 
両大会前  

両大会期間中 令和３（2021）年度 

～開催年度 

ア 営業宿泊施設の調理施設 

１～２回 必要に応じて 

別紙１「食品関係施設の営業

者等が遵守すべき事項」及び

別紙２「食品提供施設に対す

る指導および検査」のとおり 

イ 弁当・仕出し料理調製施設 

ウ 既設の食品営業施設 会

場

内

に

設

置 

エ 臨時の食品営業施設 

― １回以上 オ 無料食品提供施設 

カ 弁当引換所 

 

 



 
 
（４）食品衛生講習会 

県委員会は、県生活衛生課及び保健所と連携し、公益社団法人栃木県食品衛生協会各支部の協力

を得て、次により食品衛生講習会を実施する。また、会場地委員会においても、必要に応じて同様

の講習会を実施することができる。なお、感染症予防を目的とした講習会や宿舎衛生講習会と併せ

て実施することができる。 

ア 講習の内容 

（ア）食中毒の予防対策と発生時の対応 

（イ）従事者の健康管理（検便検査を含む。）と手洗いの徹底 

（ウ）施設・設備の衛生管理及び食品・調理器具等の衛生的な取扱い 

イ 受講対象者 

対象となる食品提供施設の営業者、食品衛生責任者又は代表者及び関係者とする。 

ウ 講習会の実施方法 

原則として、令和３（2021）年度から両大会開催１か月前までに、上記受講対象者が１回以上受

講できるよう、日程及び会場の調整を行う。なお、県委員会及び会場地委員会が主催する会議・

説明会等と上記講習会を併せて実施するなど、計画的かつ効果的に実施する。 

（５）広報活動 

県生活衛生課及び保健所は、関係機関、団体等の協力を得て、広報誌、ホームページ等の広報媒

体を活用し、食品衛生に関する知識の普及啓発を図る。 

（６）食中毒等健康被害発生時の対応 

ア 県委員会及び会場地委員会は、食中毒（疑いを含む。）の情報を入手した場合、直ちに発生場所

を管轄する保健所に通報するとともに、県生活衛生課に連絡する。なお、宇都宮市実行委員会に

おいては宇都宮市保健所に連絡するものとする。 
イ 両大会に関係して食中毒が発生したときは、県生活衛生課及び保健所は栃木県食中毒処理要領

（宇都宮市においては宇都宮市食中毒処理要領）に基づき速やかに対応するほか、県委員会及び

関係する会場地委員会に情報提供を行う。 
（７）緊急連絡体制の整備 

県生活衛生課、保健所、県委員会及び会場地委員会が緊密に連携し、両大会期間中における食中

毒の発生など、緊急時に対応するため、別記のとおり緊急連絡体制を整備する。 

 

３ 実施報告 

（１）食品衛生講習会 
会場地委員会は、この実施要領に基づく食品衛生講習会を実施した場合、その実施結果について、

次表のとおり県委員会に報告し、県委員会は県委員会実施分と上記報告を合わせて、速やかに県生

活衛生課に情報提供するものとする。 



 
 

報告書様式 報告期限 

食品衛生講習会の実施報告書（様式第４号） 

◆令和３（2021）年度中の実施結果 

  令和４（2022）年３月末日まで 

◆令和４（2022）年度中の実施結果 

  実施後速やかに 

（２）食品衛生監視指導 
保健所（宇都宮市保健所を除く。）は、この実施要領に基づく食品衛生監視・指導等の実施結果に

ついて、次表のとおり県生活衛生課に、宇都宮市保健所においては宇都宮市実行委員会に報告し、

県生活衛生課及び宇都宮市実行委員会は、上記の報告を速やかに県委員会に情報提供するものとす

る。 
報告書様式 報告期限 

食品関係施設の監視指導実施結果報告書（様式第５号） 

食品等の検査結果報告書（様式第６号） 

◆令和３（2021）年度中の実施結果 

  令和４（2022）年３月末日まで 

◆令和４（2022）年度中の実施結果 

  実施後速やかに 

 

４ その他 

この実施要領に定めるもののほか、必要な事項は県委員会と県生活衛生課及び宇都宮市保健所が協

議の上、別に定めるものとする。 

転用施設を配宿先として利用する場合、会場地委員会は管轄の保健所と協議の上、営業宿泊施設の

取扱いに準じて食品衛生対策を実施する。 
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基
づ
く
衛
生
管
理
を
徹
底
の
上
、
次
の
事
項
に
つ
い

て
遵
守
す
る
こ
と
。
 

 １
 
食
品
提
供
施
設
 

（
１
）
営
業
宿
泊
施
設
の
調
理
施
設
 

両
大
会
参
加
者
を
宿
泊
さ
せ
、
当
該
宿
泊
者
が
喫
食
す
る
食
事
を
調
理
す
る
施
設
 

（
２
）
弁
当
・
仕
出
し
料
理
調
製
施
設
 

両
大
会
参
加
者
が
開
・
閉
会
式
会
場
及
び
競
技
・
練
習
会
場
等
で
喫
食
す
る
弁
当
・
仕
出
し
料
理
を
調
製

す
る
施
設
 

（
３
）
既
設
の
食
品
営
業
施
設
 

両
大
会
会
場
内
に
既
に
設
置
さ
れ
、
食
品
の
調
理
、
加
工
若
し
く
は
製
造
又
は
販
売
を
行
う
施
設
 

（
４
）
臨
時
の
食
品
営
業
施
設
 

両
大
会
会
場
内
に
臨
時
的
に
設
置
さ
れ
、
食
品
の
調
理
、
加
工
若
し
く
は
製
造
又
は
販
売
を
行
う
施
設
 

（
５
）
無
料
食
品
提
供
施
設
 

両
大
会
会
場
内
に
臨
時
的
に
設
置
さ
れ
、
無
償
で
飲
食
物
を
提
供
す
る
施
設
 

（
６
）
弁
当
引
換
所
 

両
大
会
会
場
内
に
設
置
さ
れ
る
弁
当
の
引
換
所
 

 ２
 共

通
の
遵
守
事
項
 

（
１
）
衛
生
管
理
状
況
の
点
検
・
記
録
 

ア
 
両
大
会
開
催
期
間
中
、
食
品
衛
生
責
任
者
等
（
食
品
衛
生
責
任
者
及
び
下
記
４
、
５
に
よ
り
設
置
す
る

管
理
責
任
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

は
、
施
設
の
衛
生
管
理
計
画
に
基
づ
く
記
録
表
の
他
に
以
下
の
記
録

表
に
よ
り
衛
生
管
理
状
況
を
点
検
し
記
録
す
る
こ
と
。

 
（
ア
）
食
品
衛
生
自
主
管
理
記
録
表

[営
業
宿
泊
施
設
の
調
理
施
設
・
既
設
の
食
品
営
業
施
設

]（
参
考
様
式
第

１
号
）

 
（
イ
）
食
品
衛
生
自
主
管
理
記
録
表

[弁
当
・
仕
出
し
料
理
調
製
施
設

]（
参
考
様
式
第
２
号
）

 
（
ウ
）
食
品
衛
生
自
主
管
理
記
録
表

[臨
時
の
食
品
営
業
施
設
・
無
料
食
品
提
供
施
設

]（
参
考
様
式
第
３
号
）

 
（
エ
）
食
品
衛
生
自
主
管
理
記
録
表

[弁
当
引
換
所

]（
参
考
様
式
第
４
号
）

 
イ
 
食
品
衛
生
責
任
者
等
は
、
食
品
衛
生
講
習
会
を
受
講
す
る
こ
と
。

 
（
２
）
調
理
従
事
者
等
の
健
康
管
理
 

ア
 
調
理
従
事
者
（
食
品
に
直
接
接
触
す
る
作
業
に
従
事
す
る
者
。
以
下
同
じ
。）

は
、
概
ね
両
大
会
開
催
前

に
検
便
を
受
け
、
食
品
に
よ
り
媒
介
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
病
原
体
（
赤
痢
菌
、
サ
ル
モ
ネ
ラ
属
菌
、
腸

管
出
血
性
大
腸
菌
等
）
の
感
染
の
有
無
を
確
認
す
る
こ
と
（
１
 食

品
提
供
施
設
（
７
）
弁
当
引
換
所
を
除

く
）。

な
お
、
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
赤
痢
菌
、
サ
ル
モ
ネ
ラ
属
菌
、
腸
管
出
血
性
大
腸
菌

O1
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に
つ

い
て
は
必
須
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
検
便
検
査
を
行
う
こ
と
。
 

イ
 
上
記
検
便
結
果
で
陽
性
の
場
合
は
、
再
検
査
で
陰
性
を
確
認
す
る
ま
で
は
、
食
品
に
直
接
接
触
す
る
作

業
に
従
事
さ
せ
な
い
こ
と
。
 

ウ
 
食
品
衛
生
責
任
者
等
は
、
作
業
開
始
前
に
全
て
の
調
理
従
事
者
等
（
調
理
従
事
者
及
び
配
膳
又
は
容
器

包
装
に
入
れ
ら
れ
た
食
品
を
取
り
扱
う
作
業
に
従
事
す
る
者
。
以
下
同
じ
。）

の
健
康
状
態
（
嘔
吐
、
下
痢
、

手
指
の
傷
等
）
の
確
認
を
行
う
こ
と
。
 

 

 
 

エ
 
下
痢
、
嘔
吐
、
発
熱
等
の
症
状
が
あ
る
場
合
や
、
手
指
に
化
膿
創
が
あ
る
場
合
は
、
食
品
に
直
接
接
触

す
る
作
業
に
従
事
さ
せ
な
い
こ
と
。
 

オ
 
調
理
従
事
者
は
、
感
染
を
防
止
す
る
た
め
、
日
常
生
活
の
中
で
胃
腸
炎
症
状
を
呈
し
た
者
の
吐
物
や
排

泄
物
の
処
理
を
行
う
こ
と
を
避
け
る
こ
と
。
 

（
３
）
調
理
従
事
者
等
の
服
装
 

ア
 
調
理
従
事
者
等
は
、
清
潔
な
外
衣
及
び
専
用
の
履
物
を
着
用
し
、
必
要
に
応
じ
て
帽
子
、
マ
ス
ク
、
手

袋
を
着
用
す
る
こ
と
。
 

イ
 
調
理
従
事
者
等
は
、
腕
時
計
、
指
輪
、
つ
け
爪
な
ど
は
外
す
。
帽
子
は
毛
髪
が
は
み
出
な
い
よ
う
に
着

用
し
、
爪
は
短
く
清
潔
に
保
つ
こ
と
。
 

（
４
）
 
手
洗
い
の
徹
底
 

ア
 
石
け
ん
、
消
毒
液
、
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
等
を
備
え
た
手
洗
い
設
備
を
常
に
使
用
で
き
る
状
態
に
し
て
お

く
こ
と
。
な
お
、
手
洗
い
設
備
は
、
手
を
触
れ
ず
に
給
水
栓
が
開
閉
で
き
、
40
℃
前
後
の
温
湯
が
給
水
さ

れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

イ
 
調
理
従
事
者
等
は
、
次
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
手
洗
い
を
行
う
こ
と
。
 

（
ア
）
作
業
開
始
前
及
び
ト
イ
レ
の
使
用
後
 

（
イ
）
汚
染
作
業
区
域
か
ら
非
汚
染
作
業
区
域
に
移
動
す
る
場
合
 

（
ウ
）
食
品
に
直
接
触
れ
る
作
業
に
当
た
る
直
前
 

（
エ
）
生
肉
、
鮮
魚
介
類
、
卵
殻
等
に
触
れ
た
後
、
そ
の
他
の
食
品
や
器
具
に
触
れ
る
場
合
 

（
オ
）
配
膳
の
前
 

ウ
 
調
理
従
事
者
等
は
、
次
の
手
順
を
参
考
に
、
適
切
な
方
法
で
手
洗
い
を
行
う
こ
と
。
 

（
ア
）
手
を
水
で
濡
ら
し
、
石
け
ん
を
つ
け
る
。
 

（
イ
）
指
、
腕
を
洗
う
。
特
に
、
指
の
間
、
指
先
を
よ
く
洗
う
。（

30
秒
程
度
）
 

（
ウ
）
石
け
ん
を
よ
く
洗
い
流
す
。（

20
秒
程
度
）
 

（
エ
）
使
い
捨
て
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
等
で
ふ
く
。（

タ
オ
ル
等
の
共
用
は
し
な
い
こ
と
。）

 

（
オ
）
消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
を
か
け
て
手
指
に
よ
く
す
り
こ
む
。
 

※
作
業
開
始
前
及
び
ト
イ
レ
の
使
用
後
は
、（

ア
）
～
（
ウ
）
の
手
順
を
２
回
繰
り
返
す
。
 

 

３
 
食
品
提
供
施
設
（
１
）
～
（
３
）
に
対
す
る
個
別
の
遵
守
事
項
 

（
１
）
施
設
（
調
理
場
）
の
衛
生
管
理
 

ア
 
施
設
及
び
そ
の
周
辺
は
、
定
期
的
に
清
掃
し
、
清
潔
な
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
。
 

イ
 
施
設
内
は
整
理
整
頓
し
、
不
必
要
な
物
品
等
を
置
か
な
い
こ
と
。
 

ウ
 
施
設
の
内
壁
、
天
井
、
床
を
清
潔
に
維
持
す
る
と
と
も
に
、
破
損
等
が
あ
る
と
き
は
速
や
か
に
補
修
す

る
こ
と
。
 

 
 
エ
 
施
設
内
の
採
光
・
照
明
・
換
気
は
十
分
に
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
温
湿
度
管
理
を
行
う
こ
と
。
 

 
 
オ
 
窓
及
び
出
入
口
は
、
開
放
し
た
ま
ま
に
し
な
い
こ
と
。
開
放
し
た
ま
ま
に
す
る
場
合
は
、
網
戸
等
を
設

置
し
、
埃
、
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
侵
入
を
防
止
す
る
こ
と
。
 

 
 
カ
 
排
水
溝
は
、
排
水
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
清
掃
、
補
修
す
る
こ
と
。
 

 
 
キ
 
ト
イ
レ
は
、
定
期
的
に
清
掃
、
消
毒
を
行
い
、
常
に
清
潔
に
す
る
こ
と
。
 

（
ア
）
従
事
者
用
ト
イ
レ
の
便
器
、
床
の
消
毒
 

1,
00
0m
g/
L
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
液
又
は
こ
れ
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
方
法
で
消
毒
す
る
こ

と
。
 

   



 
 （
２
）
設
備
等
（
設
備
、
調
理
機
械
・
器
具
）
の
衛
生
管
理
 

 
 
ア
 
調
理
機
械
・
器
具
は
、
十
分
に
洗
浄
・
消
毒
す
る
と
と
も
に
、
衛
生
的
に
保
管
す
る
こ
と
。
 

（
ア
）
調
理
器
具
、
食
器
等
の
消
毒
 

80
℃
、
５
分
間
以
上
又
は
こ
れ
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
方
法
で
消
毒
す
る
こ
と
（
参
考
 
厚
生
労

働
省
「
大
量
調
理
施
設
衛
生
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
」）
。
 

 
 
イ
 
調
理
機
械
・
器
具
に
、
故
障
又
は
破
損
が
あ
る
場
合
は
、
速
や
か
に
補
修
す
る
こ
と
。
 

 
 
ウ
 
手
洗
い
設
備
に
は
、
石
け
ん
、
消
毒
液
、
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
等
を
備
え
、
常
に
使
用
で
き
る
状
態
に
し

て
お
く
こ
と
。
 

エ
 
手
指
が
触
れ
る
場
所
（
給
水
栓
、
冷
蔵
庫
取
っ
手
、
ス
イ
ッ
チ
ボ
タ
ン
、
ド
ア
ノ
ブ
等
）
は
、
十
分
に

清
掃
消
毒
し
、
清
潔
を
保
つ
こ
と
。
 

（
ア
）
調
理
器
具
、
食
器
等
の
消
毒
 

20
0m
g/
L
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
液
又
は
こ
れ
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
方
法
で
消
毒
す
る
こ
と
。 

 
 
オ
 
ま
な
板
、
包
丁
、
ふ
き
ん
等
は
、
よ
く
洗
浄
・
消
毒
さ
れ
、
食
品
及
び
用
途
ご
と
に
区
分
し
て
使
用
す

る
こ
と
。
 

 
 
カ
 
冷
蔵
庫
及
び
冷
凍
庫
内
は
、
整
頓
し
、
清
潔
に
保
ち
、
相
互
汚
染
防
止
の
た
め
区
分
け
保
存
を
す
る
こ

と
。
 

キ
 
冷
蔵
庫
及
び
冷
凍
庫
は
、
温
度
管
理
を
十
分
に
行
う
こ
と
。
 

（
３
）
使
用
水
の
管
理
 

 
 
ア
 
水
道
水
以
外
の
水
を
使
用
す
る
場
合
は
、
事
前
に
水
質
検
査
を
受
け
る
こ
と
。
 

 
 
イ
 
滅
菌
装
置
を
設
置
し
て
い
る
場
合
は
、
装
置
が
正
常
に
作
動
し
て
い
る
か
定
期
的
に
確
認
す
る
と
と
も

に
、
遊
離
残
留
塩
素
濃
度
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

（
４
）
食
品
の
取
扱
い
 

 
 
 
施
設
の
衛
生
管
理
計
画
に
基
づ
き
、
適
切
に
管
理
及
び
記
録
を
実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、
衛
生
管
理
の
実

施
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
以
下
の
項
目
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

ア
 
原
材
料
の
仕
入
れ
に
当
た
っ
て
は
、
品
質
・
表
示
等
に
つ
い
て
点
検
す
る
と
と
も
に
、
当
該
食
品
に
適

し
た
状
態
及
び
方
法
で
衛
生
的
に
保
管
す
る
こ
と
。
ま
た
、
購
入
伝
票
等
の
保
管
を
行
い
、
仕
入
先
を
明

ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
。
 

イ
 
調
理
済
み
食
品
は
、
前
日
調
理
は
避
け
、
提
供
ま
で
の
時
間
を
で
き
る
だ
け
短
く
す
る
よ
う
調
理
計
画

を
立
て
、
調
理
後
、
直
ち
に
提
供
さ
れ
る
も
の
以
外
の
食
品
は
、
食
中
毒
菌
の
増
殖
を
抑
制
す
る
た
め
必

要
に
応
じ
て
冷
蔵
又
は
温
蔵
保
管
す
る
こ
と（

食
中
毒
菌
の
発
育
至
適
温
度
帯
で
あ
る

20
～
50
℃
を
避
け
、

概
ね

10
℃
以
下
又
は

65
℃
以
上
で
管
理
）。

 

ウ
 
調
理
は
、
相
互
汚
染
の
な
い
よ
う
衛
生
的
に
行
う
こ
と
。
 

エ
 
野
菜
及
び
果
物
を
、
加
熱
せ
ず
に
提
供
す
る
場
合
に
は
、
飲
用
適
の
流
水
で
十
分
洗
浄
し
、
必
要
に
応

じ
て
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
の

20
0m
g/
L
の
溶
液
に
、
５
分
間
（
10
0m
g/
L
の
溶
液
の
場
合
に
は

10
分

間
）
又
は
こ
れ
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
も
の
（
食
品
添
加
物
と
し
て
使
用
で
き
る
有
機
酸
等
）
で
殺
菌

を
行
っ
た
後
、
十
分
な
流
水
で
す
す
ぎ
洗
い
を
行
う
こ
と
。
 

オ
 
加
熱
調
理
を
行
う
際
は
、
食
品
の
中
心
部
の
温
度
が

75
℃
以
上
で
、
１
分
間
以
上
（
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に

よ
る
汚
染
の
可
能
性
が
あ
る
食
品
の
場
合
は

85
～
90
℃
で

90
秒
以
上
）
加
熱
す
る
こ
と
。
加
熱
温
度
は
、

中
心
温
度
計
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
。
 

 
カ
 
盛
り
付
け
は
衛
生
手
袋
等
を
使
用
し
、
食
品
に
直
接
手
が
触
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
衛
生

手
袋
の
使
用
に
当
た
っ
て
は
、
装
着
前
の
手
洗
い
、
衛
生
的
な
装
着
操
作
、
装
着
後
に
食
品
以
外
に
触
れ

な
い
こ
と
及
び
適
宜
交
換
す
る
こ
と
を
徹
底
す
る
こ
と
。
 

  

 
 

キ
 
提
供
食
数
に
か
か
わ
ら
ず
、
検
食
は
調
理
済
み
の
食
品
を
食
品
ご
と
に

50
ｇ
以
上
ず
つ
清
潔
な
容
器
に

入
れ
、
－
20
℃
以
下
で
２
週
間
以
上
保
存
す
る
こ
と
。
同
一
内
容
の
食
品
を
１
回

30
0
食
以
上
又
は
１
日

75
0
食
以
上
調
理
す
る
場
合
は
、
前
記
の
規
定
に
よ
る
保
存
の
ほ
か
に
、
当
該
食
品
の
原
材
料
ご
と
に

50

ｇ
以
上
ず
つ
清
潔
な
容
器
に
入
れ
、
－
20
℃
以
下
で
２
週
間
以
上
保
管
す
る
こ
と
。
 

【
 例

 】
 

・
弁
当
（
仕
出
し
料
理
）
の
場
合
、
１
食
分
を
余
分
に
調
製
し
、
容
器
ご
と
検
食
と
し
て
保
管
す
る
。
 

・
仕
切
り
の
入
っ
た
検
食
容
器
が
な
い
場
合
は
、
未
使
用
の
合
成
樹
脂
製
の
袋
で
代
用
す
る
。
 

（
１
品
毎
に
袋
に
入
れ
て
口
を
し
ば
る
。
１
食
分
を
ま
と
め
て
袋
に
入
れ
て
口
を
し
ば
る
。）

 

ク
 
弁
当
・
仕
出
し
料
理
の
調
製
（
食
品
提
供
施
設
（
２
））

 

（
ア
）
 
弁
当
・
仕
出
し
料
理
の
主
食
及
び
副
食
は
、
十
分
に
放
冷
し
た
後
、
詰
め
合
わ
せ
る
こ
と
。
 

（
イ
）
 
次
の
事
項
を
弁
当
の
容
器
包
装
に
表
示
す
る
こ
と
。
 

名
称
、
原
材
料
名
（
ア
レ
ル
ゲ
ン
、
遺
伝
子
組
換
え
等
の
表
示
を
含
む
）、

食
品
添
加
物
、
消
費

期
限
（
時
刻
ま
で
）、

保
存
方
法
、
製
造
所
所
在
地
・
製
造
者
名
等
食
品
表
示
法
で
規
定
し
て
い

る
事
項
 

（
ウ
）
 
早
期
の
喫
食
を
喚
起
す
る
旨
、
弁
当
の
容
器
包
装
又
は
添
付
チ
ラ
シ
等
に
記
載
す
る
よ
う
努
め
 

る
こ
と
。
 

（
エ
）
 
配
送
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
し
、
弁
当
の
温
度
を

10
℃
以
下
で
管
理
す
る
こ
と
。
 

・
荷
室
の
温
度
管
理
（
10
℃
以
下
）
が
、
運
転
席
等
外
部
か
ら
行
う
こ
と
が
可
能
な
冷
蔵
車
等
を
使

用
し
運
搬
す
る
こ
と
。
 

・
保
冷
箱
等
に
よ
り
輸
送
す
る
場
合
は
、
直
射
日
光
が
当
た
ら
な
い
よ
う
に
運
搬
し
、
輸
送
前
後
の

保
冷
箱
等
内
の
温
度
を
測
定
し
、
一
定
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

・
弁
当
の
配
付
終
了
ま
で
会
場
内
に
待
機
し
、
同
様
に
適
切
な
温
度
管
理
(1
0℃

以
下
)、

衛
生
管
理

を
行
う
こ
と
。
 

・
弁
当
引
換
所
で
長
時
間
保
管
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
喫
食
時
間
に
合
わ
せ
て
納
品
す
る
こ
と
。 

・
通
気
性
が
良
く
、
か
つ
搬
送
が
容
易
で
清
潔
な
段
ボ
ー
ル
箱
等
に
梱
包
し
て
弁
当
を
納
品
す
る
こ

と
。
 

（
５
）
廃
棄
物
の
処
理
 

 
 
ア
 
廃
棄
物
容
器
は
、
蓋
が
あ
り
、
汚
液
又
は
汚
臭
が
も
れ
な
い
よ
う
清
潔
に
し
て
お
く
こ
と
。
 

 
 
イ
 
廃
棄
物
は
、
食
品
等
を
取
扱
い
、
保
管
す
る
場
所
に
置
か
な
い
こ
と
。
 

 
 
ウ
 
清
掃
用
具
は
専
用
の
場
所
に
保
管
す
る
こ
と
。
 

（
６
）
記
録
の
作
成
及
び
保
管
 

食
品
衛
生
責
任
者
は
、
施
設
の
衛
生
管
理
計
画
に
基
づ
く
記
録
の
他
に
以
下
の
記
録
を
作
成
し
、
整
理
し

て
保
管
す
る
こ
と
。
 

ア
 
衛
生
管
理
 

「
衛
生
管
理
記
録
表
」（

参
考
様
式
第
５
号
）
及
び
「
調
理
従
事
者
等
の
健
康
状
況
」（

参
考
様
式
第
６
号
）
 

イ
 
提
供
し
た
メ
ニ
ュ
ー
 

ウ
 
そ
の
他
次
の
事
項
 

（
ア
）
調
理
従
事
者
等
及
び
家
族
等
同
居
者
の
健
康
状
況
 

（
イ
）
水
道
水
以
外
の
水
を
使
用
し
て
い
る
場
合
の
遊
離
残
留
塩
素
濃
度
 

（
ウ
）
そ
の
他
 

    



 
 

 

４
 
食
品
提
供
施
設
（
４
）、
（
５
）
に
対
す
る
個
別
の
遵
守
事
項
 

（
１
）
取
扱
品
目
 

 
 
取
扱
品
目
は
、
原
則
と
し
て
、
完
成
品
、
半
完
成
品
若
し
く
は
下
処
理
さ
れ
た
食
品
を
調
理
、
盛
り
付
け
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
作
業
工
程
が
「
揚
げ
る
」
「
焼
く
」
「
蒸
す
」
「
煮
る
」
な
ど
の
加
熱
１
工
程
（
調

味
料
を
使
用
す
る
工
程
は
除
く
）
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
と
す
る
。
た
だ
し
、
以
下
に
掲
げ
る
も
の
は
認
め

る
。
 

①
 
か
き
氷
（
果
物
氷
、
味
付
き
氷
（
削
り
イ
チ
ゴ
、
台
湾
か
き
氷
等
）
等
水
以
外
の
原
材
料
を
含
む
氷
を

使
用
す
る
も
の
は
除
く
）
 

②
 
ク
リ
ー
ム
類
（
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
、
生
ク
リ
ー
ム
等
）
（
既
製
品
の
盛
付
の
み
）
 

③
 
飲
料
水
類
（
既
製
品
の
注
ぎ
分
け
の
み
）
 

（
２
）
適
切
な
取
扱
設
備
 

ア
 
清
浄
な
場
所
に
設
置
し
、
テ
ン
ト
張
等
適
当
な
防
塵
・
防
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
 

イ
 
食
品
が
直
接
日
光
に
あ
た
ら
な
い
設
備
と
す
る
こ
と
。
 

ウ
 
消
毒
液
を
備
え
た
流
水
式
手
洗
い
設
備
を
設
け
る
こ
と
。
 

エ
 
取
り
扱
う
食
品
の
保
存
方
法
に
よ
り
、
冷
凍
庫
・
冷
蔵
庫
等
保
存
設
備
を
設
け
る
こ
と
。
 

（
３
）
食
品
の
取
扱
い
 

ア
 
下
処
理
は
、
食
品
衛
生
法
に
基
づ
き
適
切
な
許
可
、
届
出
等
の
あ
る
施
設
（
以
下
「
許
可
施
設
等
」
と

す
る
。）

で
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
ず
許
可
施
設
等
以
外
の
施
設
を
使
用
す
る
場
合
は
、
大
会
期

間
中
専
用
で
使
用
で
き
、
食
材
を
衛
生
的
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
で
行
う
こ
と
。
 

イ
 
原
材
料
の
運
搬
は
、
下
処
理
を
行
っ
た
食
材
を
衛
生
的
な
蓋
付
き
の
容
器
等
に
入
れ
外
部
か
ら
の
汚
染

を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
食
品
に
応
じ
て
温
度
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
。
 

ウ
 
加
熱
調
理
を
行
う
際
は
、
食
品
の
中
心
部
ま
で
十
分
に
（
75
℃
以
上
で
１
分
間
以
上
）
(ノ

ロ
ウ
イ
ル
ス

に
よ
る
汚
染
の
可
能
性
が
あ
る
食
品
の
場
合
は

85
～
90
℃
で

90
秒
）
加
熱
す
る
こ
と
。
 

エ
 
未
加
熱
の
野
菜
、
果
物
、
肉
類
、
魚
介
類
、
卵
及
び
乳
類
を
提
供
し
な
い
こ
と
。
 

オ
 
購
入
後
会
場
内
で
速
や
か
に
喫
食
で
き
る
提
供
方
法
と
す
る
こ
と
。
 

カ
 
容
器
は
使
い
捨
て
で
、
か
つ
衛
生
的
な
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。
 

（
４
）
廃
棄
物
の
処
理
 

ア
 
廃
棄
物
は
、
処
理
方
法
に
応
じ
て
分
別
し
、
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
。
 

イ
 
廃
棄
物
容
器
及
び
そ
の
周
辺
は
、
常
に
清
潔
に
し
て
お
く
こ
と
。
 

（
５
）
管
理
責
任
者
の
設
置
 

ア
 
食
品
に
よ
る
事
故
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
、
施
設
ご
と
に
衛
生
管
理
に
当
た
る
管
理
責
任
者
（
露

店
営
業
施
設
に
つ
い
て
は
食
品
衛
生
責
任
者
）
を
設
置
す
る
こ
と
。
 

イ
 
大
会
期
間
中
、
管
理
責
任
者
は
、
食
品
衛
生
自
主
管
理
記
録
表
［
臨
時
食
品
営
業
施
設
・
無
料
食
品
提
供

施
設
］
（
参
考
様
式
第
３
号
）
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

      

 
 

 

５
 
食
品
提
供
施
設
（
６
）
に
対
す
る
個
別
の
衛
生
指
導
事
項
 

（
１
）
弁
当
引
換
所
の
設
置
基
準
 

ア
 
清
浄
な
場
所
に
設
置
し
、
テ
ン
ト
張
等
適
当
な
防
塵
・
防
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。
 

イ
 
食
品
が
直
接
日
光
に
当
た
ら
な
い
設
備
と
す
る
こ
と
。
 

ウ
 
弁
当
引
換
所
の
設
置
者
は
、
弁
当
引
換
所
又
は
付
近
の
使
用
し
や
す
い
場
所
に
、
手
洗
い
設
備
を
確
保

す
る
こ
と
。
弁
当
引
換
所
に
確
保
で
き
な
い
場
合
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
噴
霧
式
消
毒
器
を
弁
当
引
換
所
に
設

置
す
る
こ
と
。
 

（
２
）
弁
当
の
取
扱
い
 

ア
 
弁
当
の
保
管
 

（
ア
）
納
品
さ
れ
た
弁
当
は
、
保
冷
庫
等
で
保
管
す
る
こ
と
（
弁
当
引
換
所
に
隣
接
し
た
場
所
に
、
保
冷
車

等
を
配
置
し
て
い
る
場
合
を
含
む
）。

 

（
イ
）
保
冷
庫
は
常
に
清
潔
に
保
つ
と
と
も
に
、
隔
測
温
度
計
を
設
置
し
、
保
冷
機
能
が
保
た
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

イ
 
弁
当
の
引
渡
し
 

（
ア
）
弁
当
の
引
換
時
間
を
厳
守
す
る
こ
と
。
 

（
イ
）
弁
当
を
両
大
会
参
加
者
に
引
き
渡
す
際
の
呼
び
か
け
、
張
り
紙
、
場
内
放
送
、
チ
ラ
シ
添
付
等
の
方

法
に
よ
り
、
早
期
の
喫
食
と
併
せ
て
持
ち
帰
り
の
禁
止
を
呼
び
か
け
る
こ
と
。
 

ウ
 
弁
当
の
廃
棄
 

消
費
期
限
を
過
ぎ
た
弁
当
は
確
実
に
廃
棄
す
る
こ
と
。
 

（
３
）
弁
当
の
引
換
え
の
記
録
 

 
 
ア
 
弁
当
の
引
換
え
に
当
た
っ
て
は
、
引
換
え
先
と
弁
当
調
製
施
設
の
関
連
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
し
て
お

く
こ
と
。
 

イ
 
弁
当
引
換
所
ご
と
に
衛
生
管
理
に
当
た
る
管
理
責
任
者
を
お
く
こ
と
。
 

ウ
 
管
理
責
任
者
は
、
弁
当
の
納
品
か
ら
引
換
え
に
関
す
る
次
の
事
項
に
つ
い
て
「
弁
当
の
引
換
記
録
表
」

（
参
考
様
式
第
７
号
）
に
よ
り
記
録
す
る
こ
と
。
 

（
ア
）
弁
当
の
納
品
時
刻
 

（
イ
）
庫
内
温
度
（
納
品
時
、
引
換
え
直
前
）
 

（
ウ
）
納
品
個
数
 

（
エ
）
製
造
者
 

（
オ
）
消
費
期
限
 

（
カ
）
弁
当
の
引
換
え
時
刻
（
開
始
、
終
了
）
 

（
キ
）
引
換
え
個
数
 

（
ク
）
引
換
え
先
 

（
ケ
）
廃
棄
時
刻
 

（
コ
）
廃
棄
個
数
 

（
４
）
廃
棄
物
の
処
理
 

ア
 
廃
棄
物
は
、
処
理
方
法
に
応
じ
て
分
別
し
、
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
。
 

イ
 
廃
棄
物
容
器
及
び
そ
の
周
辺
は
、
常
に
清
潔
に
し
て
お
く
こ
と
。
 

 











 

 
 

別
紙
２
 

食
品
提
供
施
設
に
対
す
る
指
導
及
び
検
査
 

 １
 
食
品
提
供
施
設
 

（
１
）
営
業
宿
泊
施
設
の
調
理
施
設
 

両
大
会
参
加
者
を
宿
泊
さ
せ
、
当
該
宿
泊
者
が
喫
食
す
る
食
事
を
調
理
す
る
施
設
 

（
２
）
弁
当
・
仕
出
し
料
理
調
製
施
設
 

両
大
会
参
加
者
が
開
・
閉
会
式
会
場
及
び
競
技
・
練
習
会
場
等
で
喫
食
す
る
弁
当
・
仕
出
し
料
理
を
調
製
す
る

施
設
 

（
３
）
既
設
の
食
品
営
業
施
設
 

両
大
会
会
場
内
に
既
に
設
置
さ
れ
、
食
品
の
調
理
、
加
工
若
し
く
は
製
造
又
は
販
売
を
行
う
施
設
 

（
４
）
臨
時
の
食
品
営
業
施
設
 

両
大
会
会
場
内
に
臨
時
的
に
設
置
さ
れ
、
食
品
の
調
理
、
加
工
若
し
く
は
製
造
又
は
販
売
を
行
う
施
設
 

（
５
）
無
料
食
品
提
供
施
設
 

両
大
会
会
場
内
に
臨
時
的
に
設
置
さ
れ
、
無
償
で
飲
食
物
を
提
供
す
る
施
設
 

（
６
）
弁
当
引
換
所
 

両
大
会
会
場
内
に
設
置
さ
れ
る
弁
当
の
引
換
所
 

 ２
 
食
品
衛
生
講
習
会
 

県
委
員
会
は
、
県
生
活
衛
生
課
及
び
保
健
所
と
連
携
し
、
食
品
提
供
施
設
の
営
業
者
等
を
対
象
と
し
た
食
品
衛
生

講
習
会
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
会
場
地
委
員
会
に
お
い
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
同
様
の
講
習
会
を
実
施
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

食
品
衛
生
講
習
会
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
別
紙
１
「
食
品
提
供
施
設
が
遵
守
す
べ
き
事
項
」、

食
品
衛
生
法
に
係
る

事
項
及
び
食
中
毒
の
予
防
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ３
 
立
入
調
査
 

食
品
提
供
施
設
（
１
）
～
（
３
）
を
管
轄
す
る
保
健
所
等
は
、「

施
設
調
査
票
」（

様
式
第
１
号
）
に
基
づ
き
当
該

施
設
の
立
入
調
査
を
実
施
し
、
不
備
な
事
項
が
あ
れ
ば
改
善
指
導
及
び
そ
の
履
行
確
認
を
行
う
。
 

特
に
、
弁
当
調
製
施
設
等
危
害
度
の
高
い
施
設
又
は
衛
生
管
理
に
不
備
が
認
め
ら
れ
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
立
入

調
査
時
の
施
設
の
拭
き
取
り
検
査
及
び
食
品
の
収
去
検
査
を
実
施
す
る
。
 

 ４
 
施
設
の
拭
き
取
り
検
査
 

保
健
所
は
、
１
食
品
提
供
施
設
（
１
）
～
（
３
）
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て

AT
P
簡
易
測
定
器
等
を
用
い
て
拭

き
取
り
検
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
効
果
的
に
指
導
す
る
。
拭
き
取
り
は
、
包
丁
、
ま
な
板
、
冷
蔵
庫
内
、

冷
蔵
庫
取
っ
手
、
給
水
栓
、
ス
イ
ッ
チ
、
ド
ア
ノ
ブ
（
ト
イ
レ
を
含
む
）
等
、
主
に
食
品
又
は
手
指
が
直
接
触
れ
る

箇
所
を
対
象
と
す
る
。
検
査
結
果
及
び
結
果
に
基
づ
く
指
導
事
項
は
、「

AT
P
検
査
結
果
」（

様
式
第
２
号
）
に
記
録

す
る
。
洗
浄
後
の
汚
染
度
が
高
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
洗
浄
後
、
再
検
査
を
行
う
。
 

     

 

 
 ５
 
食
品
検
査
 

保
健
所
は
、
食
品
提
供
施
設
（
２
）
の
営
業
者
に
対
し
自
主
検
査
の
実
施
及
び
結
果
報
告
を
指
導
す
る
と
と
も
に
、

必
要
に
応
じ
て
収
去
検
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

（
１
）
対
象
食
品
 

両
大
会
期
間
中
に
提
供
さ
れ
る
弁
当
・
仕
出
し
料
理
の
副
食
（
２
品
以
上
）
 

（
２
）
時
期
 

ア
 
冬
季
大
会
に
お
い
て
食
品
を
提
供
す
る
施
設
 

 
令
和
３
（
20
21
）
年
 
９
月
～
11

月
 

イ
 
本
大
会
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
に
お
い
て
食
品
を
提
供
す
る
施
設
 

 
令
和
４
（
20
22
）
年
 
４
月
～
６
月
 

（
３
）
項
目
及
び
判
定
 

 
旧
「
弁
当
及
び
そ
う
ざ
い
の
衛
生
規
範
」
に
基
づ
き
、
次
の
検
査
項
目
及
び
判
定
基
準
と
す
る
。
 

検
査
食
品
 

検
査
項
目
 

判
定
基
準
 

卵
焼
、
フ
ラ
イ
等
の
加
熱

処
理
し
た
も
の
 

細
菌
数
（
生
菌
数
）
 

検
体
１
ｇ
に
つ
き

10
0,
00
0
以
下
で
あ
る
こ
と
 

大
腸
菌
群
 

陰
性
で
あ
る
こ
と
 

黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌
 

陰
性
で
あ
る
こ
と
 

サ
ラ
ダ
、
生
野
菜
等
の
未

加
熱
処
理
の
も
の
 

細
菌
数
（
生
菌
数
）
 

検
体
１
ｇ
に
つ
き

1,
00
0,
00
0
以
下
で
あ
る
こ
と
 

（
４
）
措
置
 

ア
 
（
３
）
の
判
定
基
準
を
超
え
た
場
合
は
、
当
該
施
設
の
立
入
調
査
を
実
施
し
、
原
因
究
明
及
び
再
発
防
止
を

指
導
す
る
。
 

イ
 
再
発
防
止
対
策
実
施
後
、
そ
の
効
果
を
確
認
す
る
た
め
、
再
度
の
自
主
検
査
（
必
要
に
応
じ
て
収
去
検
査
実

施
）
を
指
導
す
る
。
 

 
 



 

 
 

様
式
第
１
号
 

施
 
設
 
調
 
査
 
票
 

Ｎ
ｏ
.１

 
 

調
査
年
月
日

 
令
和
 
 
 
年

月
日

 
調

査
者

 
 

施
設
の
名
称

 
 

対
応

者
 

 

施
設
の
所
在
地

 
℡

 

業
種

 
 
 
 
 

 

調
理
従
事
者
数

 
 
 
 
 
人

 

使 用 水 

使
用
水
の
種
類

 
上
水
道
・
簡
易
水
道
・
専
用
水
道
・
井
戸
水
・
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
）

 

滅
菌
装
置

 
有
 
・
 
無

 
滅菌

装置
維持

管理
状況

 
 

遊
離
残
留
塩
素
濃
度

 
 
 
 
 
 
 
 
 

m
g/

L（
使
用
水
の
種
類
に
か
か
わ
ら
ず
測
定
）

 

厨 房 内 

手
洗
い
設
備

 
  

清
掃
状
況

 
  

そ
族
昆
虫
対
策

 
（生

息・
侵入

防止
・駆

除）
 

  

冷 蔵 庫 ・ 冷 凍 庫 

庫
内
温
度

 
  

衛
生
状
態

 
  

食
品
毎
の
区
分

 
  

調 理 器 具 類 

洗
浄
消
毒
方
法

 
  

保
管
方
法

 
  

廃 棄 物 

調
理
場
内
保
管

 
  

排
出
経
路

 
  

 

 

 
 

Ｎ
o.
２
 
 

自 主 検 査 

実
施
日

 
食
品
名

 
検
 
 
査
 
 
結
 
 
果

 

一
般
細
菌
数

 
大
腸
菌
群

 
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌

 
判
定

 

 
 

 
 

 
適
・
不
適

 

 
 

 
 

 
適
・
不
適

 

 
 

 
 

 
適
・
不
適

 

 
 

 
 

 
適
・
不
適

 

 
 

 
 

 
適
・
不
適

 

調
理
従
事
者
の
検
便

 実
施

日
：
 
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
実

施
人
数
：
 
 
 
 
 
 
人

 
結

果
：
 
適
 
 
 
 
人
、
 
不
適
 
 
 
人

 
（
不
適
内
容
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

検 食 

保
管
状
況

 
（量

・日
数等

） 

 

そ の 他 の 確 認 ・ 指 示 

         

履 行 確 認 

         
 



 

 
  

Ｎ
ｏ
.２

 
 

 
収
去
検
査
結
果

 

実
施
日

 
検
 
体
 
内
 
訳

 
加
 
熱

 
の
有
無

 
検
 
 
 
査
 
 
 
結
 
 
 
果

 

一
般
細
菌
数

 
大
腸
菌
群

 
黄
色
ﾌﾞ
ﾄﾞ
ｳ球

菌
 

判
 
定

 

／
 

 
有
・
無

 
 

 
 

適
・
不
適

 

／
 

 
有
・
無

 
 

 
 

適
・
不
適

 

／
 

 
有
・
無

 
 

 
 

適
・
不
適

 

／
 

 
有
・
無

 
 

 
 

適
・
不
適

 

／
 

 
有
・
無

 
 

 
 

適
・
不
適

 

／
 

 
有
・
無

 
 

 
 

適
・
不
適

 

／
 

 
有
・
無

 
 

 
 

適
・
不
適

 

／
 

 
有
・
無

 
 

 
 

適
・
不
適

 

／
 

 
有
・
無

 
 

 
 

適
・
不
適

 

／
 

 
有
・
無

 
 

 
 

適
・
不
適

 

 
検
査
結
果
に
基
づ
く
指
導
事
項
等

 

          

 

 
 

様
式
第
２
号
 

Ａ
Ｔ
Ｐ
検
査
結
果
 

施
設
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ａ
Ｔ
Ｐ
拭
き
取
り
検
査
判
定
基
準
（
参
考
）

 

検
査
場
所

 
管
理
基
準
値
（
Ｒ
Ｌ
Ｕ
）
 

拭
き
取
り
方
法

 
合
格
Ａ

 
要
注
意
Ｂ
 

不
合
格
Ｃ
 

手
  
 
指

 
＜
１
，
５
０
０

 
15
00
～
30
00
 

＞
３
,０

０
０
 

手
の
ひ
ら
縦
横
、
指
の
間
、
指
先
な
ど
 

ま
 な

 板
 

＜
５
０
０

 
50
0～

10
00
 

＞
１
,０

０
０
 

中
央
付
近

10
ｃ
ｍ
四
方
 

包
  

  
丁

 
＜
２
０
０

 
20
0～

40
0 

＞
４
０
０
 

刃
の
両
面
、
持
ち
手
と
刃
の
継
ぎ
目
 

調
 理

 台
 

＜
２
０
０

 
20
0～

40
0 

＞
４
０
０
 

表
面
５
箇
所
の

10
ｃ
ｍ
四
方
 

バ
 ッ

 ト
 

＜
２
０
０

 
20
0～

40
0 

＞
４
０
０
 

汚
れ
が
残
り
や
す
い
角
部
分
 

冷
蔵
庫
取
っ
手

 
＜
２
０
０

 
20
0～

40
0 

＞
４
０
０
 

取
っ
手
全
体
の
内
側
外
側
 

 
 
 
 
 

  
 ※

 平
滑
な
も
の
(ｽ
ﾃﾝ
ﾚｽ
、
ｶﾞ
ﾗｽ
等
)：

20
0R
LU
 
凸
凹
の
あ
る
も
の
傷
つ
き
や
す
い
も
の
：
50
0R
LU
 

 拭
き
取
り
は
、
洗
浄
後
、
消
毒
・
殺
菌
前
に
行
う
こ
と
。

 
拭
き
取
り
は
、
綿
棒
が
軽
く
し
な
る
程
度
の
一
定
の
圧
力
に
よ
り
行
う
こ
と
。

 
数
値
は
、
Ａ
（
合
格
）、

Ｂ
（
要
注
意
）、

Ｃ
（
不
合
格
）
の
３
段
階
で
判
定
す
る
こ
と
。

 
判
定
が
Ｂ
又
は
Ｃ
の
場
合
は
、
再
洗
浄
等
を
指
導
後
、
再
度
測
定
を
行
う
こ
と
。

 
 

①
 
 
Ａ
Ｔ
Ｐ
測
定
結
果

 

実
施
日

 
実
 
施
 
箇
 
所

 
１
回
目
測
定

 
改
善
策

 
２
回
目
測
定

 

／
 

（
例
）
ま
な
板

 
７
０
０

 
Ｂ

 
再
洗
浄

 
３
０
０

 
Ａ

 

／
 

 
 

 
 

 
 

／
 

 
 

 
 

 
 

／
 

 
 

 
 

 
 

／
 

 
 

 
 

 
 

／
 

 
 

 
 

 
 

／
 

 
 

 
 

 
 

／
 

 
 

 
 

 
 

②
 
 
検
査
結
果
に
基
づ
く
指
導
事
項
等

 

 


